
内
閣
衆
質
一
五
八
第
二
号

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
法
律
秘
及
び
指
定
秘
並
び
に
不
開
示
情
報
と
の
相
互
の
関
連
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
法
律
秘
及
び
指
定
秘
並
び
に
不
開
示
情
報
と
の
相
互
の
関
連
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い

う
。
）
は
、
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
等
（
以
下
「
行
政
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
行
政
文
書
に
情
報
公
開
法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い

う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
仕
組
み
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
職
員
が
不
開
示
情
報

に
接
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
下
、
行
政
機
関
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
に
際
し
様
々
な
情
報
に
接
す
る
が
、
そ

の
中
に
は
、
当
該
職
務
の
内
容
に
応
じ
て
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
職
員
が
当
該
不
開
示
情
報
に
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
別
段

の
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

え
い

ま
た
、
「
不
開
示
情
報
の
漏
洩
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
行
政

一



機
関
の
職
員
が
不
開
示
情
報
を
当
該
職
員
以
外
の
者
に
提
供
す
る
行
為
が
違
法
な
も
の
と
解
さ
れ
る
か
否
か
、
違
法
な
行
為

と
解
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
よ
う
な
行
為
を
防
止
す
る
に
当
た
っ
て
担
保
と
な
る
法
令
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の

具
体
的
態
様
等
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

行
政
機
関
の
長
は
、
情
報
公
開
法
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
文
書
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
が
過
去

に
お
い
て
各
行
政
機
関
の
秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
等
（
以
下
「
秘
密
文
書
取
扱
規
程
等
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
き
秘
密
に
指
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
文
書
に
不
開
示
情
報
の
い
ず
れ
か
が
記
録

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
情
報
公
開
法
第
七
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
行
政
文
書
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
な

い
こ
と
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

各
行
政
機
関
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
秘
密
文
書
取
扱
規
程
等
に
基
づ
き
秘
密
に
指
定
さ
れ
て
い
た
行
政
文

書
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
を
解
除
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
開
示
請
求
を
受
け
、
当
該
開
示
請
求
に
対
し
不
開
示
（
一
部
不
開
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
決
定
を
し
た
も
の
は
、

二



別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

不
開
示
情
報
又
は
こ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
等
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
判
断

さ
れ
る
行
政
文
書
の
う
ち
、
秘
密
の
保
全
の
必
要
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
秘
密
文
書
の
指
定
を
行
う
旨
の
規
定
を
秘
密
文
書

取
扱
規
程
等
に
設
け
て
い
る
府
省
に
お
い
て
は
、
不
開
示
情
報
等
が
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
行
政
文
書
の
す
べ
て
に
つ
い

て
秘
密
文
書
の
指
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
秘
密
文
書
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
行
政
文
書
で

あ
っ
て
も
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
。

四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

秘
密
文
書
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
秘
密
の
保
全
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
る
た
め
、
関
係
者
以
外
に
そ
の
秘
密
を
知
ら

せ
な
い
よ
う
当
該
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
各
府
省
に
お
い
て
は
、

不
開
示
情
報
等
が
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
す
べ
て
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
秘
密
文
書
の
指
定
を
行
う
ま
で
の

必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

不
開
示
情
報
等
が
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
行
政
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
特
別
な
規
則
を
有
す
る
府
省
は
な
い
が
、
各

三



府
省
に
お
い
て
は
、
不
開
示
情
報
等
が
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
、

各
府
省
に
お
い
て
定
め
る
文
書
管
理
規
程
等
に
基
づ
き
適
切
な
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

「
不
開
示
情
報
の
漏
洩
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
行
政
機
関
の

職
員
が
不
開
示
情
報
を
当
該
職
員
以
外
の
者
に
提
供
す
る
行
為
が
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
八
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
職
務
上
の
義
務
に
違
反
」
す
る
か
ど
う
か
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
職
務
上
の
義
務
に
違
反
」
す
る
か
ど
う
か
若
し
く
は
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
「
隊
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
具
体
的

態
様
等
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
計
画
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交

換
に
関
す
る
件
（
平
成
八
年
外
務
省
告
示
第
四
百
七
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
各
府
省
に
配
置
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府

の
公
務
員
（
以
下
「
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
」
と
い
う
。
）
は
、
我
が
国
の
公
務
の
実
態
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

四



た
め
、
受
入
先
で
あ
る
各
府
省
に
お
い
て
業
務
の
実
際
を
体
験
す
る
様
々
な
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
受
入
先

で
あ
る
各
府
省
に
お
け
る
適
切
な
監
督
の
下
、
こ
の
よ
う
な
業
務
に
従
事
す
る
中
で
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
情
報
を
取
り

扱
う
場
合
が
あ
り
得
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
こ
れ
に
類
似
す
る
研
修
員
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
研
修
員
を
指
す
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
な
い
が
、
各
府
省
に
配
置
さ
れ
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
と
同
様
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
外
国
人
研
修
員
（
以

下
「
そ
の
他
の
研
修
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

な
お
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
情
報
公
開
法
は
、
行
政
文
書
に
つ
い
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
行

政
文
書
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
仕
組
み
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル

ド
研
修
員
及
び
そ
の
他
の
研
修
員
が
不
開
示
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

六
の
�
に
つ
い
て

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
員
及
び
そ
の
他
の
研
修
員
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
情
報
の
取
扱
い
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

業
務
の
具
体
的
な
内
容
、
研
修
実
施
上
の
必
要
性
等
に
応
じ
て
個
々
に
対
応
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
取
扱
い
を
府
省
別
に
分
類

す
る
の
は
不
可
能
に
近
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五



七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
務
員
以
外
の
者
（
臨
時
の
職
員
、
民
間
企
業
の
社
員
等
）
」
の
内
容
が
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
行
政
文
書

に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
は
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
情
報
に
つ
い

て
開
示
請
求
が
あ
る
前
に
不
開
示
情
報
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
確
定
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね

に
つ
き
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
各
府
省
に
お
い
て
、
公
務
員
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
者
に
不
開
示

情
報
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
を
含
み
得
る
行
政
文
書
を
取
り
扱
わ
せ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
・
エ

ン
ジ
ニ
ア
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
関
す
る
文
書
を
取
り
扱
わ
せ
て
い
る
も
の
、
調
査
受
託
会
社
に
調
査
対
象
者
名
簿
を

取
り
扱
わ
せ
て
い
る
も
の
等
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

行
政
文
書
の
作
成
時
に
当
該
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
不
開
示
情
報
で
あ
る
か
否
か
の
判

断
を
行
い
、
不
開
示
情
報
で
あ
る
期
間
を
定
め
る
こ
と
は
、
膨
大
な
作
業
を
要
し
、
行
政
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
に
支
障
を

与
え
か
ね
ず
、
現
実
的
に
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
が
不
開
示
情
報
で
あ
る
か

否
か
の
判
断
は
事
情
の
変
化
に
よ
り
変
わ
り
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
情
報
公
開
法
に
お
い
て
は
、
当
該
判
断
は
開
示
請
求

六



が
あ
っ
た
都
度
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
政
文
書
の
作
成
時
に
不
開
示
情
報
で
あ
る
期
間
を
事
前
に
定
め
て
お

く
よ
う
に
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

行
政
機
関
の
長
は
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
き
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に

し

不
開
示
決
定
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
長
の
恣
意
的
な
判
断
に
よ
り
不
開
示
決
定
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

開
示
請
求
者
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
基
づ
き
、
不
開
示
決
定
等
に
対
し
不
服
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

開
示
請
求
の
あ
っ
た
行
政
文
書
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
行
政
文
書
の
保
存
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
示
決
定
等
の
日

又
は
不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
等
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
最
低
一
年
間
は
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
各
行
政
機
関
の
文
書

管
理
規
程
等
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
期
間
は
、
当
該
行
政
文
書
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
御
懸
念
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

十
に
つ
い
て

七



各
行
政
機
関
の
長
は
、
情
報
公
開
審
査
会
へ
の
諮
問
に
当
た
り
、
不
開
示
と
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
根
拠
及
び
そ
の

考
え
方
等
を
整
理
し
た
理
由
説
明
書
及
び
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

情
報
公
開
審
査
会
に
お
い
て
は
、
諮
問
庁
か
ら
理
由
説
明
書
及
び
資
料
の
提
出
を
受
け
る
ほ
か
、
不
服
申
立
人
等
に
意
見

書
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
適
当
と
認
め
る
者
に
事
実
の
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
を
求
め
る
な
ど
、
必
要
な
調
査

審
議
を
行
っ
て
い
る
。

八



九
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